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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象区域に設置された対象照明器具の周囲の対象照度を感知した結果及び参照データを
用いて、前記対象照明器具の対象明るさを制御する対象明るさ制御信号を発生する対象照
明制御装置と、
　参照区域に設置された参照照明器具の周囲の参照照度を感知した結果を用いて、前記参
照照明器具の参照明るさを制御する参照明るさ制御信号を発生し、前記対象照明制御装置
の要請に応じて、前記参照照度または前記参照明るさのうち少なくとも一つを前記参照デ
ータとして前記対象照明制御装置に伝送する少なくとも一つの参照照明制御装置と、を含
む、照明制御システム。
【請求項２】
　前記対象照明制御装置は、
　前記対象照度と前記参照照度とを比較した照度の比較結果、または前記対象明るさと前
記参照明るさとを比較した明るさの比較結果のうち少なくとも一つを用いて、前記対象照
度及び対象明るさのうち少なくとも一つを補正し、
　前記補正された対象照度または対象明るさのうち少なくとも一つを用いて前記対象明る
さ制御信号を生成する、請求項１に記載の照明制御システム。
【請求項３】
　前記対象照明制御装置は、
　前記照度の比較結果を通じて、前記対象照度と前記参照照度との間の差が第１の許容偏
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差の範囲を外れる時に、前記参照照度を用いて前記対象照度を補正する、請求項２に記載
の照明制御システム。
【請求項４】
　前記対象照明制御装置は、
　前記対象及び参照照度の平均値と前記参照照度との間の前記偏差が第１の許容偏差の範
囲に入るまで、下記のような演算を少なくとも一回行うことで、前記対象照度を補正する
、請求項３に記載の照明制御システム。

（ここで、Ｋは、１以上の正の整数であり、前記演算が行われた回数であって補正次数を
示し、ＳＫは、前記補正された対象照度を示し、Ｓ０（Ｋ＝１）は、前記補正される対象
照度を示し、ＳＡは、前記参照照度を示す。）
【請求項５】
　前記対象照明制御装置は、
　前記明るさの比較結果を通じて、前記対象明るさと前記参照明るさとの間の差が第２の
許容偏差の範囲を外れる時に、前記参照明るさを用いて前記対象明るさを補正する、請求
項１ないし４のいずれかに記載の照明制御システム。
【請求項６】
　前記対象照明制御装置は、
　前記補正された対象明るさと前記参照明るさとの間の差が前記第２の許容偏差の範囲に
入るまで、下記のような演算を少なくとも一回行うことで、前記対象明るさを補正する、
請求項５に記載の照明制御システム。

（ここで、Ｍは、１以上の正の整数であり、前記演算が行われた回数であって補正次数を
示し、ＢＭは、前記補正された対象明るさを示し、Ｂ０（Ｍ＝１）は、前記補正される対
象明るさを示し、ＢＡは、前記参照明るさを示す。）
【請求項７】
　前記少なくとも一つの参照照明制御装置は、複数の参照照明制御装置を含み、
　前記対象照明制御装置は、前記複数の参照照明制御装置で感知された複数の参照照度の
平均値を用いて、前記対象照度を補正する、請求項３ないし６のいずれかに記載の照明制
御システム。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの参照照明制御装置は、複数の参照照明制御装置を含み、
　前記対象照明制御装置は、前記複数の参照照明制御装置から出力される複数の参照明る
さの平均値を用いて、前記対象明るさを補正する、請求項３ないし６のいずれかに記載の
照明制御システム。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの参照照明制御装置は、複数の参照照明制御装置を含み、
　前記対象照明制御装置は、前記複数の参照照明制御装置で感知された複数の参照照度の
うち最も高い頻度を有する参照照度の平均値を用いて、前記対象照度を補正する、請求項
３に記載の照明制御システム。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの参照照明制御装置は、複数の参照照明制御装置を含み、
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　前記対象照明制御装置は、前記複数の参照照明制御装置から出力される複数の参照明る
さのうち最も高い頻度を有する前記参照明るさの平均値を用いて、前記対象明るさを補正
する、請求項５に記載の照明制御システム。
【請求項１１】
　前記対象照明制御装置は、前記照度の比較結果及び前記明るさの比較結果のうち少なく
とも一つに応答して照明制御要請信号を伝送し、
　前記参照照明制御装置は、前記照明制御要請信号に応答して、前記参照明るさ制御信号
を前記対象明るさ制御信号として前記対象照明器具に伝送する、請求項２に記載の照明制
御システム。
【請求項１２】
　前記対象照明制御装置は、
　前記照明制御要請信号を前記参照照明制御装置に伝送する時、前記参照照明制御装置の
固有の識別信号を前記対象照明器具に伝送し、
　前記対象照明器具は、前記識別信号に応じて認識した前記参照照明制御装置の制御を受
ける、請求項１１に記載の照明制御システム。
【請求項１３】
　前記対象照明制御装置は、
　前記対象照度を感知する対象照度感知部と、
　前記感知された対象照度及び前記参照データを用いて前記対象明るさ制御信号を発生す
る対象制御部と、
　前記対象明るさ制御信号を前記対象照明器具に伝送する対象通信部と、を含む、請求項
１ないし１２のいずれかに記載の照明制御システム。
【請求項１４】
　前記対象照明制御装置は、
　前記対象照度感知部で感知された前記対象照度を増幅して、電圧または周波数の形態に
変換し、変換された形態を有する対象照度を出力する対象信号変換部をさらに含み、
　前記対象制御部は、前記変換された形態を有する対象照度及び前記参照データを用いて
、前記対象明るさ制御信号を発生する、請求項１３に記載の照明制御システム。
【請求項１５】
　前記対象制御部は、前記対象明るさ制御信号をパルス幅変調の形態で発生する、請求項
１３又は１４に記載の照明制御システム。
【請求項１６】
　前記対象照明制御装置は、
　前記対象照度及び前記対象明るさのうち少なくとも一つを補正した回数を格納する格納
部をさらに含む、請求項１３ないし１５のいずれかに記載の照明制御システム。
【請求項１７】
　前記照明制御システムは、
　前記格納部に格納された前記回数を用いて前記対象照明器具を管理する、請求項１６に
記載の照明制御システム。
【請求項１８】
　前記参照照明制御装置は、
　前記参照照度を感知する参照照度感知部と、
　前記感知された参照照度を用いて前記参照明るさ制御信号を発生する参照制御部と、
　前記参照明るさ制御信号を前記参照照明器具に伝送する参照通信部と、を含む、請求項
１ないし１７のいずれかに記載の照明制御システム。
【請求項１９】
　前記参照照明制御装置は、
　前記参照照度感知部で感知された前記参照照度を増幅して、電圧または周波数の形態に
変換し、変換された形態を有する参照照度を出力する参照信号変換部をさらに含み、
　前記参照制御部は、前記変換された形態を有する参照照度を用いて前記参照明るさ制御
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信号を発生する、請求項１８に記載の照明制御システム。
【請求項２０】
　対象区域に設置される対象照明器具の周囲の対象照度を感知した結果及び参照データを
用いて、照明制御要請信号を発生する対象照明制御装置と、
　参照区域に設置された参照照明器具の周囲の参照照度を感知した結果を用いて、前記参
照照明器具の参照明るさを制御する参照明るさ制御信号を発生し、前記対象照明制御装置
から受信した前記照明制御要請信号に応答して、前記参照明るさ制御信号を、前記対象照
明器具の明るさを制御する対象明るさ制御信号として前記対象照明制御装置に出力する参
照照明制御装置と、を含む、照明制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　様々な実施形態は、照明制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、街灯のような照明器具を制御する既存の照明制御システムは、照明器具の周囲
の照度を照度センサ（図示せず）を通じて感知した後、感知された照度に応じて照明器具
を制御する。
【０００３】
　もし、照度センサにおいて光を受ける受光面積が、落葉、鳥類の分泌物、塵埃などのよ
うな異物によって減少したり遮断されると、照度センサは、照明器具の周囲の照度を正確
に感知できなくなる。そのため、照明器具は、日没前に点灯され、日出後に消灯されるな
ど誤作動して、その寿命が短縮されるだけでなく、無駄な電源の消耗が発生する。また、
照度センサから異物を除去するために、照度センサを頻繁に洗浄しなければならないため
、照明器具のメンテナンス費用を増大させることもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　様々な実施形態は、異物によって影響を受けずに、照明器具をより正確に制御すること
ができる照明制御システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態によれば、照明制御システムは、対象区域に設置された対象照明器具の周囲の
対象照度を感知した結果及び参照データを用いて、前記対象照明器具の対象明るさを制御
する対象明るさ制御信号を発生する対象照明制御装置と；参照区域に設置された参照照明
器具の周囲の参照照度を感知した結果を用いて、前記参照照明器具の参照明るさを制御す
る参照明るさ制御信号を発生し、前記対象照明制御装置の要請に応じて、前記参照照度及
び前記参照明るさのうち少なくとも一つを前記参照データとして前記対象照明制御装置に
伝送する少なくとも一つの参照照明制御装置と；を含む。
【０００６】
　前記対象照明制御装置は、前記対象照度と前記参照照度とを比較した照度の比較結果、
及び前記対象明るさと前記参照明るさとを比較した明るさの比較結果のうち少なくとも一
つを用いて、前記対象照度及び対象明るさのうち少なくとも一つを補正し、前記補正され
た対象照度及び対象明るさのうち少なくとも一つを用いて前記対象明るさ制御信号を生成
する。
【０００７】
　前記対象照明制御装置は、前記照度の比較結果を通じて、前記対象照度と前記参照照度
との間の差が第１の許容偏差の範囲を外れる時に、前記参照照度を用いて前記対象照度を
補正する。
【０００８】
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　前記対象照明制御装置は、前記対象及び参照照度の平均値と前記参照照度との間の偏差
が第１の許容偏差の範囲に入るまで、下記のような演算を少なくとも一回行うことで、前
記対象照度を補正する。
【０００９】
【数１】

（ここで、Ｋは、１以上の正の整数であり、前記演算が行われた回数であって補正次数を
示し、ＳＫは、前記補正された対象照度を示し、Ｓ０（Ｋ＝１）は、前記補正される対象
照度を示し、ＳＡは、前記参照照度を示す。）
　前記対象照明制御装置は、前記明るさの比較結果を通じて、前記対象明るさと前記参照
明るさとの間の差が第２の許容偏差の範囲を外れる時に、前記参照明るさを用いて前記対
象明るさを補正する。
【００１０】
　前記対象照明制御装置は、前記補正された対象明るさと前記参照明るさとの間の差が第
２の許容偏差の範囲に入るまで、下記のような演算を少なくとも一回行うことで、前記対
象明るさを補正する。
【００１１】
【数２】

（ここで、Ｍは、１以上の正の整数であり、前記演算が行われた回数であって補正次数を
示し、ＢＭは、前記補正された対象明るさを示し、Ｂ０（Ｍ＝１）は、前記補正される対
象明るさを示し、ＢＡは、前記参照明るさを示す。）
　前記少なくとも一つの参照照明制御装置は、複数の参照照明制御装置を含み、前記対象
照明制御装置は、前記複数の参照照明制御装置で感知された複数の参照照度の平均値を用
いて、前記対象照度を補正する。
【００１２】
　前記少なくとも一つの参照照明制御装置は、複数の参照照明制御装置を含み、前記対象
照明制御装置は、前記複数の参照照明制御装置から出力される複数の参照明るさの平均値
を用いて、前記対象明るさを補正する。
【００１３】
　前記少なくとも一つの参照照明制御装置は、複数の参照照明制御装置を含み、前記対象
照明制御装置は、前記複数の参照照明制御装置で感知された複数の参照照度のうち最も高
い頻度を有する参照照度の平均値を用いて、前記対象照度を補正する。
【００１４】
　前記少なくとも一つの参照照明制御装置は、複数の参照照明制御装置を含み、前記対象
照明制御装置は、前記複数の参照照明制御装置から出力される複数の参照明るさのうち最
も高い頻度を有する前記参照明るさの平均値を用いて、前記対象明るさを補正する。
【００１５】
　前記対象照明制御装置は、前記照度の比較結果及び前記明るさの比較結果のうち少なく
とも一つに応答して照明制御要請信号を伝送し、前記参照照明制御装置は、前記照明制御
要請信号に応答して、前記参照明るさ制御信号を前記対象明るさ制御信号として前記対象
照明器具に伝送する。
【００１６】
　前記対象照明制御装置は、前記照明制御要請信号を前記参照照明制御装置に伝送する時
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、前記参照照明制御装置の固有の識別信号を前記対象照明器具に伝送し、前記対象照明器
具は、前記識別信号に応じて認識した前記参照照明制御装置の制御を受ける。
【００１７】
　前記対象照明制御装置は、前記対象照度を感知する対象照度感知部と；前記感知された
対象照度及び前記参照データを用いて、前記対象明るさ制御信号を発生する対象制御部と
；前記対象明るさ制御信号を前記対象照明器具に伝送する対象通信部と；を含む。
【００１８】
　前記対象照明制御装置は、前記対象照度及び前記対象明るさのうち少なくとも一つを補
正した回数を格納する格納部をさらに含むことができる。
【００１９】
　他の実施形態によれば、対象区域に設置される対象照明器具の周囲の対象照度を感知し
た結果及び参照データを用いて、照明制御要請信号を発生する対象照明制御装置と；参照
区域に設置された参照照明器具の周囲の参照照度を感知した結果を用いて、前記参照照明
器具の参照明るさを制御する参照明るさ制御信号を発生し、前記対象照明制御装置から受
信した前記照明制御要請信号に応答して、前記参照明るさ制御信号を、前記対象照明器具
の明るさを制御する対象明るさ制御信号として前記対象照明制御装置に出力する参照照明
制御装置と；を含む。
【発明の効果】
【００２０】
　実施形態の照明制御システムの対象照明制御装置は、異物による照度感知部の受光面積
の遮断及び減少時に、参照照明制御装置を参照して対象照明器具を正確に制御することが
できるので、無駄な電力消耗を防止し、対象照明器具の寿命を増大させ、メンテナンス費
用を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　下記の図面を参照して実施形態について詳細に説明する。ただし、図面中、同一のエレ
メントには同一の参照符号を付する。
【図１】実施形態に係る照明制御システム及び照明器具の配置図である。
【図２】実施形態に係る照明制御システムの概略的なブロック図である。
【図３】実施形態に係る照明制御システムにおいて行われる照明制御方法を説明するため
のフローチャートである。
【図４】図３のステップ２７０の一実施形態を説明するためのフローチャートである。
【図５】実施形態によって補正次数に対する参照照度及び補正された対象照度の値を示す
グラフである。
【図６】図３のステップ２７０の他の実施形態を説明するためのフローチャートである。
【図７】実施形態によって補正次数に対する参照明るさ及び補正された対象明るさの値を
示すグラフである。
【図８Ａ】図１に示された対象または参照照明器具の実施形態の外観を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ａに示された制御ボックスの実施形態に係るブロック図を概略的に示す図
である。
【図９】時間帯別太陽光の照度、照明器具の正常及び異常な明るさの変化をそれぞれ示す
グラフである。
【図１０】ＰＷＭの形態の対象明るさ制御信号のデューティ比と太陽光の明るさとの間の
関係を示すグラフである。
【図１１】ＰＷＭの形態の対象明るさ制御信号のデューティ比と太陽光の明るさとの間の
関係を示すグラフである。
【図１２】ＰＷＭの形態の対象明るさ制御信号のデューティ比と太陽光の明るさとの間の
関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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　以下、本発明を具体的に説明するために実施形態を挙げて説明し、発明に対する理解を
助けるために添付の図面を参照して詳細に説明する。しかし、本発明に係る各実施形態は
様々な形態に変形可能であり、本発明の範囲が、以下に詳述する実施形態に限定されるも
のと解釈してはならない。本発明の各実施形態は当該技術の分野における平均的な知識を
有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。
【００２３】
　図１は、実施形態に係る照明制御システム及び照明器具の配置図を示す。
【００２４】
　図１を参照すると、実施形態に係る照明制御システムは、第１～第Ｎの照明制御装置１
００１～１００Ｎを含む。ここで、Ｎは、１以上の正の整数である。第１～第Ｎの照明制
御装置１００１～１００Ｎは、第１～第Ｎの区域２００１～２００Ｎにそれぞれ割り当て
られている。各区域２００１～２００Ｎには、照明器具２００が少なくても一つ設置され
、該当する照明制御装置１００１～１００Ｎからそれぞれ発生した第１～第Ｎの明るさ制
御信号Ｌ１～ＬＮによって、各区域に設置された少なくとも一つの照明器具２００が一括
的に制御される。
【００２５】
　すなわち、第１の照明制御装置１００１は第１の区域２００１に割り当てられ、第１の
区域２００１に設置された少なくとも一つの照明器具２００を、第１の明るさ制御信号Ｌ
１によって一括的に制御する。これと同様に、第ｎの照明制御装置１００ｎは第ｎの区域
２００ｎに割り当てられ、第ｎの区域２００ｎに設置された少なくとも一つの照明器具２
００を、第ｎの明るさ制御信号Ｌｎによって一括的に制御する。ここで、１≦ｎ≦Ｎであ
る。
【００２６】
　以下、図１に示された照明制御システムにおいて、第１～第Ｎの照明制御装置１００１

～１００Ｎの中から関心の対象となる照明制御装置を、‘対象照明制御装置１００Ｘ'（
ここで、１≦Ｘ≦Ｎ）と呼び、対象照明制御装置１００Ｘによって参照される他の照明制
御装置を、‘参照照明制御装置１００Ｙ'（ここで、Ｘ≠Ｙ、１≦Ｙ≦Ｎ）と呼ぶ。
【００２７】
　落葉、鳥類の分泌物または／及び塵埃などのような異物によって照明器具２００の周囲
の照度を誤って認識してしまい、照明器具２００を異常に制御することを防止するために
、対象照明制御装置１００Ｘは、参照照明制御装置１００Ｙを参照して、照明器具２００
を次のように制御することができる。
【００２８】
　以下、対象照明制御装置１００Ｘが参照照明制御装置１００Ｙを参照し、参照照明制御
装置１００Ｙが対象照明制御装置１００Ｘによって参照される構成及び動作を中心に説明
するが、対象照明制御装置１００Ｘと参照照明制御装置１００Ｙは互いに同一の構成を有
し、同一の動作を行うことは勿論である。
【００２９】
　図２は、実施形態に係る照明制御システムの概略的なブロック図であり、対象照明制御
装置１００Ｘ及び参照照明制御装置１００Ｙを含む。
【００３０】
　図２に例示された対象照明制御装置１００Ｘは、対象照度感知部１１０Ｘ、対象信号変
換部１２０Ｘ、対象制御部１３０Ｘ、対象通信部１４０Ｘ、及び対象アンテナ１５０Ｘを
含み、対象格納部１３２Ｘをさらに含むことができる。
【００３１】
　対象照度感知部１１０Ｘは、第１～第Ｎの区域２００１～２００Ｎのうち第Ｘの区域２
００Ｘ（以下、‘対象区域’という）に設置された少なくとも一つの照明器具（以下、‘
対象照明器具’という）２００の周囲の照度（以下、‘対象照度’という）を感知する。
ここで、対象照明制御装置１００Ｘは、対象照明器具２００と隣接して位置するので、対
象照明制御装置１００Ｘに含まれた対象照度感知部１１０Ｘが照度を感知する領域と、対
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象区域２００Ｘに設置された対象照明器具２００の周囲の照度は実質的に同一なものと見
なす。例えば、対象照度感知部１１０Ｘは、光エネルギーを電気エネルギーに変換し、変
換された電気エネルギーに対応する信号を対象照度として出力することができる。
【００３２】
　対象信号変換部１２０Ｘは、対象照度感知部１１０Ｘから受けた対象照度を増幅して、
電圧または周波数の形態に変換し、変換された形態を有する対象照度を対象制御部１３０

Ｘに出力する。ここで、変換される前の対象照度は電圧の形態であってもよい。
【００３３】
　対象制御部１３０Ｘは、対象信号変換部１２０Ｘから出力される対象照度と参照データ
を用いて、明るさ制御信号（以下、‘対象明るさ制御信号’という）を発生する。ここで
、参照データは、参照照度及び参照明るさのうち少なくとも一つを意味する。参照照度は
、第１～第Ｎの区域２００１～２００Ｎのうち、対象区域２００Ｘと異なる少なくとも一
つの区域（以下、‘参照区域’という）２００Ｙに設置された照明器具（以下、‘参照照
明器具’という）の周囲の照度を意味し、参照明るさは、参照照明器具２００の明るさ（
または、輝度）を意味する。
【００３４】
　また、実施形態によれば、対象制御部１３０Ｘは、照度の比較結果及び明るさの比較結
果のうち少なくとも一つを用いて、対象照度及び対象明るさのうち少なくとも一つを補正
する。ここで、対象明るさは、対象照明器具２００の明るさのことを意味する。また、照
度の比較結果は、対象照度と参照照度とを比較した結果を意味し、明るさの比較結果は、
対象明るさと参照明るさとを比較した結果を意味する。このような比較動作は、対象制御
部１３０Ｘで行うことができる。
【００３５】
　また、対象制御部１３０Ｘは、対象信号変換部１２０Ｘから出力される対象照度のレベ
ルを検出し、検出されたレベルに相応するパルス幅（または、デューティ（ｄｕｔｙ））
を有するパルス幅変調（ＰＷＭ：Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）の形
態で対象明るさ制御信号を生成することもできる。この場合、対象明るさ制御信号は、パ
ルスのデューティ比に対応するデジタルデータの形態であってもよい。ＰＷＭの形態から
デジタルデータの形態への変換は、事前に格納されたアルゴリズムによって対象制御部１
３０Ｘで行うことができる。
【００３６】
　もし、対象照明器具２００が発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ）によって具現される場合、ＬＥＤの明るさの程度は、パルス状の対象明る
さ制御信号のデューティ比に応じて変化することができる。
【００３７】
　以下、対象照明制御装置１００Ｘは、対象通信部１４０Ｘ及び対象アンテナ１５０Ｘを
介して、対象区域２００Ｘに設置された対象照明器具２００及び／または参照照明制御装
置１００Ｙと無線で接続されるものとして説明するが、実施形態はこれに限定されない。
すなわち、対象照明制御装置１００Ｘは、対象区域２００Ｘに設置された対象照明器具２
００及び／または参照照明制御装置１００Ｙと有線で接続されてもよい。有線で対象照明
器具２００と接続される場合、対象アンテナ１５０Ｘは省略される。
【００３８】
　例えば、対象通信部１４０Ｘは、対象制御部１３０Ｘで生成された対象明るさ制御信号
を、対象アンテナ１５０Ｘを介して対象照明器具２００に、例えば、ＲＦ無線通信または
ジグビー（ｚｉｇｂｅｅ）無線通信のような近距離無線通信を用いて送信することができ
る。
【００３９】
　また、参照照明制御装置１００Ｙは、参照照度感知部１１０Ｙ、参照信号変換部１２０

Ｙ、参照制御部１３０Ｙ、参照通信部１４０Ｙ、及び参照アンテナ１５０Ｙを含み、参照
格納部１３２Ｙをさらに含むことができる。ここで、対象照明制御装置１００Ｘと参照照
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明制御装置１００Ｙとを区分して説明するために、参照照度感知部１１０Ｙ、参照信号変
換部１２０Ｙ、参照制御部１３０Ｙ、参照通信部１４０Ｙ、参照アンテナ１５０Ｙ、及び
参照格納部１３２Ｙは、対象照度感知部１１０Ｘ、対象信号変換部１２０Ｘ、対象制御部
１３０Ｘ、対象通信部１４０Ｘ、対象アンテナ１５０Ｘ, 及び参照格納部１３２Xと名称
が異なるだけで、それぞれ同一の機能を行うことができる。
【００４０】
　参照照度感知部１１０Ｙは、第１～第Ｎの区域２００１～２００Ｎのうち参照区域２０
０Ｙに設置された少なくとも一つの参照照明器具２００の周囲の参照照度を感知する。
【００４１】
　参照信号変換部１２０Ｙは、参照照度感知部１１０Ｙで感知された参照照度を増幅して
、電圧または周波数の形態のデータに変換し、変換された参照照度を参照制御部１３０Ｙ

に出力する。
【００４２】
　参照制御部１３０Ｙは、参照照度を感知した結果を用いて、明るさ制御信号（以下、‘
参照明るさ制御信号’という）を発生する。このとき、前述した参照明るさは、参照明る
さ制御信号のレベルに比例してもよい。すなわち、参照照明器具２００は、参照明るさ制
御信号のレベルに相応する明るさで発光することができる。さらに、参照制御部１３０Ｙ

は、対象照明制御装置１００Ｘの要請に応じて、参照照度及び参照明るさのうち少なくと
も一つを参照データとして対象照明制御装置１００に伝送することができる。
【００４３】
　参照通信部１４０Ｙ及び参照アンテナ１５０Ｙは、参照制御部１３０Ｙで生成された参
照明るさ制御信号を参照照明器具２００に伝送する役割をする。
【００４４】
　図２には、単に一つの参照照明制御装置１００Ｙのみが示されているが、第１～第Ｎの
照明制御装置１００１～１００Ｎのうち、図２に例示されたような構成を有する他の参照
照明制御装置１００Ｙが少なくても一つ以上さらに存在することができる。すなわち、対
象照明制御装置１００Ｘは、複数の参照照明制御装置１００Ｙを参照することができる。
【００４５】
　以下、前述した対象照明制御装置１００Ｘ及び参照照明制御装置１００Ｙのそれぞれの
具体的な動作を、添付の図面を参照して、次のように説明する。
【００４６】
　図３は、実施形態に係る照明制御システムにおいて行われる照明制御方法を説明するた
めのフローチャートである。
【００４７】
　図３を参照すると、対象照度を検出する（ステップ２１０）。そのために、対象照度感
知部１１０Ｘは、対象照明器具２００の周囲の対象照度を感知し、対象信号変換部１２０

Ｘは、感知された対象照度を電圧または周波数の形態で増幅して、検出された対象照度と
して対象制御部１３０Ｘに提供する。
【００４８】
　ステップ２１０の後に、対象制御部１３０Ｘは、割り込み信号を発生して、対象通信部
１４０Ｘと対象アンテナ１５０Ｘを介して、少なくとも一つの参照照明制御装置１００Ｙ

に伝送する（ステップ２２０）。
【００４９】
　ステップ２２０の後に、割り込み信号を受けた後に、対象照明制御装置１００Ｘが自身
にアクセスするように許可した少なくとも一つの参照照明制御装置１００Ｙに、対象制御
部１３０Ｘは、参照データ、すなわち、参照照度及び参照明るさのうち少なくとも一つを
要請する（ステップ２３０）。そのために、対象制御部１３０Ｘは、参照照度及び参照明
るさのうち少なくとも一つを要請する信号を、対象通信部１４０Ｘ及び対象アンテナ１５
０Ｘを介して参照照明制御装置１００Ｙに伝送することができる。
【００５０】
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　ステップ２３０の後に、対象照明制御装置１００Ｘの対象制御部１３０Ｘは、参照照明
制御装置１００Ｙから、参照照度及び参照明るさのうち少なくとも一つを参照データとし
て対象通信部１４０Ｘ及び対象アンテナ１５０Ｘを介して受信することができる（ステッ
プ２４０）。
【００５１】
　ステップ２４０の後に、対象制御部１３０Ｘは、受信した参照データを加工することが
できる（ステップ２５０）。対象制御部１３０Ｘは、受信した参照データを次のように多
様に加工することができる。
【００５２】
　対象制御部１３０Ｘは、複数の参照照明制御装置１００Ｙから提供される複数の参照照
度を受信し、受信した複数の参照照度の平均値を求めることができる。ここで、平均値は
、ステップ２７０で対象照度を補正するために用いることができる。
【００５３】
　または、対象制御部１３０Ｘは、複数の参照照明制御装置１００Ｙで感知された複数の
参照照度のうち最も高い頻度を有する参照照度の平均値を求めることができる。ここで、
平均値は、ステップ２７０で対象照度を補正するために用いることができ、最も高い頻度
を有する参照照度は複数個であってもよい。例えば、参照照明器具２００が位置した領域
が、一時的に雲や周辺の建物の影などの影響を受ける場合、複数の参照照度は、偏差を有
して互いに一致せず、大きく異なることがある。このような点を考慮して、複数の参照照
度のうち最も高い頻度を有する参照照度の平均値を用いて、対象照度を補正することがで
きる。
【００５４】
　また、対象制御部１３０Ｘは、複数の参照照明制御装置１００Ｙから出力される複数の
参照明るさを受信し、受信した参照明るさの平均値を求めることができる。ここで、平均
値は、ステップ２７０で対象明るさを補正するために用いることができる。
【００５５】
　または、対象制御部１３０Ｘは、複数の参照照明制御装置１００Ｙから出力される複数
の参照明るさのうち最も高い頻度を有する参照明るさの平均値を求めることができる。こ
こで、平均値は、ステップ２７０で対象明るさを補正するために用いることができ、最も
高い頻度を有する参照明るさは複数個であってもよい。
【００５６】
　もし、ステップ２７０で、平均値の代わりに、参照照度（または、参照明るさ）それ自
体を用いて対象照度（または、対象明るさ）を補正する場合、ステップ２５０は省略して
もよい。
【００５７】
　ステップ２５０の後に、対象制御部１３０Ｘは、対象照度及び対象明るさのうち少なく
とも一つを補正するか否かを判断する（ステップ２６０）。
【００５８】
　もし、対象照度感知部１１０Ｘにおいて光を受けるカバー（図示せず）に異物が存在す
ると、対象照度感知部１１０Ｘの受光面積は減少したり遮断されることもある。
【００５９】
　受光面積が異物によって遮断される場合、対象照明制御装置１００Ｘは、対象照度及び
対象明るさのうち少なくとも一つを補正しない代わりに、参照照明制御装置１００Ｙが対
象照明器具２００を直接制御するようにすることができる（ステップ２９０）。そのため
に、対象制御部１３０Ｘは、照明制御要請信号を発生して参照照明制御装置１００Ｙに出
力し、参照照明制御装置１００Ｙは、照明制御要請信号に応答して、参照明るさ制御信号
を対象明るさ制御信号として対象照明器具２００に伝送する。すなわち、参照照明制御装
置１００Ｙは、対象照明制御装置１００Ｘの代わりに、対象照明器具２００を制御する。
このとき、照明制御要請信号を参照照明制御装置１００Ｙに伝送するとき、対象制御部１
３０Ｘは、参照照明制御装置１００Ｙの固有の識別信号を対象照明器具２００に伝送する
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ことができる。これは、対象照明器具２００が、識別信号に応じて認識した参照照明制御
装置１００Ｙの制御を受けるようにするためである。
【００６０】
　しかし、受光面積が遮断されてはいないが、減少したと認識される場合、対象制御部１
３０Ｘは、対象照度及び対象明るさのうち少なくとも一つを補正することができる（ステ
ップ２７０）。
【００６１】
　ステップ２６０を行うために、対象制御部１３０Ｘは、照度の比較結果及び明るさの比
較結果のうち少なくとも一つを用いることができる。例えば、照度の比較結果を通じて、
対象照度と参照照度との間の差が所定期間以上の間に持続されるものと認識されると、対
象制御部１３０Ｘは、受光面積が遮断されたものと見なし、ステップ２９０を行うことが
できる。また、明るさの比較結果を通じて、対象明るさと参照明るさとの間の差が所定期
間以上の間に持続されるものと認識されると、対象制御部１３０Ｘは、受光面積が遮断さ
れたものと見なし、ステップ２９０を行うことができる。太陽の日没から日出までの期間
は、夏季や冬季別に差があるが、所定期間を超えない。したがって、対象照度と参照照度
との間の差、または対象明るさと参照明るさとの間の差が所定期間以上持続される場合、
異物によって受光面積が遮断されたものと見なすことができる。
【００６２】
　しかし、照度の比較結果を通じて、対象照度と参照照度との間の差が所定期間以上の間
に持続されない場合、対象制御部１３０Ｘは、受光面積が遮断されずに減少したものと見
なし、照明制御要請信号を発生せずにステップ２７０に進行する。また、明るさの比較結
果を通じて、対象明るさと参照明るさとの間の差が所定期間以上の間に持続されない場合
、対象制御部１３０Ｘは、受光面積が遮断されずに減少したものと見なし、照明制御要請
信号を発生せずにステップ２７０に進行する。対象照度と参照照度との間の差、または対
象明るさと参照明るさとの間の差が所定期間以上持続されないということは、異物によっ
て受光面積が遮断されなかったことを意味する。
【００６３】
　このように、受光面積が遮断されていない状態では、対象制御部１３０Ｘは、対象照度
及び対象明るさのうち少なくとも一つを、参照データを用いて補正することができる（ス
テップ２７０）。すなわち、対象制御部１３０Ｘは、参照照度を用いて対象照度を補正し
、参照明るさを用いて対象明るさを補正することができる。
【００６４】
　図４は、図３のステップ２７０の一実施形態３００を説明するためのフローチャートを
示す。
【００６５】
　図４に例示された実施形態３００によれば、対象制御部１３０Ｘは、照度の比較結果を
通じて、対象照度Ｓ１と参照照度ＳＡとの間の差が第１の許容偏差の範囲を外れる時に、
参照照度ＳＡを用いて対象照度Ｓ１を補正する（ステップ３１０～ステップ３６０）。以
下、対象照度Ｓ１を補正するために、参照照度ＳＡそれ自体が用いられるものとして説明
するが、参照照度ＳＡそれ自体の代わりに、複数の参照照度の平均値を用いたり、複数の
参照照度のうち最も高い頻度を有する参照照度の平均値を用いる場合にも、下記の説明は
、そのまま適用することができる。
【００６６】
　まず、対象制御部１３０Ｘは、対象照度Ｓ１と参照照度ＳＡとの間の差が第１の許容偏
差の範囲を外れるか否かを判断する（ステップ３１０及びステップ３２０）。
【００６７】
　まず、対象制御部１３０Ｘは、対象照度Ｓ１が参照照度ＳＡ以上であるか否かを判断す
る（ステップ３１０）。もし、対象照度Ｓ１が、参照照度ＳＡ以上であると判断されると
、対象照度Ｓ１を補正しない（ステップ３６０）。
【００６８】
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　しかし、対象照度Ｓ１が参照照度ＳＡよりも小さいと判断されると、参照照度ＳＡと対
象照度Ｓ１との間の差（または、比率）が、第１の許容偏差の範囲を外れるか否かを判断
する（ステップ３２０）。もし、図１に例示された照明器具２００がＬＥＤで具現される
場合、ＬＥＤの照明偏差率は、略０～１０％であるので、第１の許容偏差の範囲は、０．
９～０．９９であり得る。
【００６９】
　対象照度感知部１１０Ｘで感知された対象照度Ｓ１が、参照照度感知部１１０Ｘで感知
された参照照度ＳＡよりも小さいということは、対象照度感知部１１０Ｘが、落葉、鳥類
の分泌物または塵埃などの異物によって影響を受けて、対象照明器具２００の周囲の照度
を正確に感知できない可能性があるということを意味する。
【００７０】
　このような可能性を正確に確認するために、対象照度Ｓ１と参照照度ＳＡとの間の差（
または、比率）の程度をチェックする（ステップ３２０）。そのために、図４に例示され
たように、参照照度ＳＡに対する対象照度Ｓ１の比率が第１の許容偏差、例えば、０．９
９以上であるか否かを判断することができる（ステップ３２０）。
【００７１】
　もし、対象照度Ｓ１と参照照度ＳＡとの間の差が第１の許容偏差の範囲を外れていない
と判断されれば、対象照度Ｓ１を補正しない（ステップ３６０）。例えば、対象照度Ｓ１

が０．９９９で、参照照度ＳＡが１で、第１の許容偏差が０．９９である場合、対象照度
Ｓ１は、参照照度ＳＡより小さいが、これら（Ｓ１及びＳＡ）の間の比率Ｓ１／ＳＡであ
る０．９９９は、第１の許容偏差である０．９９よりも大きいので、この場合には対象照
度Ｓ１を補正しない（ステップ３６０）。このように、対象照度Ｓ１と参照照度ＳＡとの
間の差が第１の許容偏差の範囲を外れずに、第１の許容偏差に近似するということは、異
物などによる受光面積の減少が非常に少なくて、参照照度ＳＡに対する対象照度Ｓ１の偏
差が非常に少ないということを意味するので、対象照度Ｓ１を補正しない。
【００７２】
　しかし、対象照度Ｓ１と参照照度ＳＡとの間の差が第１の許容偏差の範囲を外れたと判
断されれば、参照照度を用いて対象照度を補正する（ステップ３３０～ステップ３５０）
。
【００７３】
　例えば、対象制御部１３０Ｘは、対象照度Ｓ１及び参照照度の平均値と参照照度との間
の偏差が、第１の許容偏差の範囲に入るまで、次の数学式１のような演算を少なくとも一
回行うことで、対象照度Ｓ１を補正することができる（ステップ３３０）。
【００７４】
【数３】

　ここで、Ｋは、１以上の正の整数であり、補正された対象照度を得るために、前述した
数学式１の演算を行った回数であって補正次数を示し、Ｓ０（Ｋ＝１）はＳ１である。Ｓ

Ｋは、補正された対象照度を示す。
【００７５】
　数学式１を演算して導出された、補正された対象照度ＳＫの参照照度ＳＡに対する比率
が、第１の許容偏差、例えば、０．９９以上であるか否かを判断する（ステップ３４０）
。このように、ＳＫ／ＳＡが第１の許容偏差以上になるまで、数学式１の演算を続けてＫ
回だけ行う。
【００７６】
　もし、ＳＫ／ＳＡが第１の許容偏差以上になると、数学式１の演算をＫ回だけ行った後
のＳＫの値が、補正された対象照度の最終的な値として決定される（ステップ３５０）。
【００７７】
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　図５は、実施形態によって補正次数Ｋに対する参照照度ＳＡ及び補正された対象照度Ｓ

Ｋの値を示すグラフである。
【００７８】
　例えば、参照照度の平均値が‘１０００’で、異物の影響を受けた状態で感知された対
象照度Ｓ１が‘７５０’であると仮定すると、次の表１のように、対象照度ＳＫ－１と参
照照度ＳＡを数学式１によって５回演算したとき（すなわち、Ｋ＝５になるとき）、対象
照度ＳＫと参照照度ＳＡとの間の差が第１の許容偏差である０．９９に到達することにな
る。
【００７９】
【表１】

　ここで、Ｓ０は、７５０である。
【００８０】
　図５及び表１を参照すると、補正次数Ｋが増加するにつれて、補正された対象照度ＳＫ

は、参照照度ＳＡに近接することがわかる。
【００８１】
　図６は、図３のステップ２７０の他の実施形態４００を説明するためのフローチャート
を示す。
【００８２】
　図６に例示された実施形態４００によれば、対象制御部１３０Ｘは、明るさの比較結果
を通じて、対象明るさＢ１と参照明るさＢＡとの間の差が第２の許容偏差の範囲を外れる
時に、参照明るさを用いて対象明るさを補正する（ステップ４１０～ステップ４６０）。
【００８３】
　以下、対象明るさＢ１を補正するために、参照明るさそれ自体が用いられるものとして
説明するが、参照明るさそれ自体の代わりに、複数の参照明るさの平均値を用いてもよく
、複数の参照明るさうち最も高い頻度を有する参照明るさの平均値を用いてもよい。この
場合にも、下記の説明はそのまま適用することができる。
【００８４】
　まず、対象明るさＢ１と参照明るさＢＡとの間の差（または、比率）が、第２の許容偏
差の範囲を外れたか否かを判断する（ステップ４１０及びステップ４２０）。
【００８５】
　対象制御部１３０Ｘは、まず、対象明るさＢ１が参照明るさＢＡ以下であるか否かを判
断する（ステップ４１０）。もし、明るさの比較結果を通じて、対象明るさＢ１が参照明
るさＢＡ以下であると判断されれば、対象制御部１３０Ｘは、対象明るさＢ１を補正しな
い（ステップ４６０）。その理由は、対象照度感知部１１０Ｘに異物がない場合、対象照
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明器具２００の周囲の照度が正確に感知されて、対象照明器具２００が不必要にターンオ
ンを維持しないので、対象明るさＢ１は、参照明るさＢＡ以下となるためである。
【００８６】
　しかし、対象明るさＢ１が参照明るさＢＡよりも大きいと判断されれば、参照明るさＢ

Ａと対象明るさＢ１との間の差が第２の許容偏差の範囲を外れたか否かを判断する（ステ
ップ４２０）。対象明るさＢ１が参照明るさＢＡよりも大きいということは、対象照明制
御装置１００Ｘによって制御される対象照明器具２００の明るさが、参照照明制御装置１
００Ｙによって制御される参照照明器具２００の明るさよりも大きいということを意味す
る。これは、対象照度感知部１１０Ｘに異物が存在して、受光面積が減少したことを意味
することができる。例えば、日出後に参照照明器具２００はターンオフされた反面、異物
によって対象照度感知部１１０Ｘが正確な対象照度を感知できない結果として、対象制御
部１３０Ｘは、対象照明器具２００のターンオンを維持させることがある。このように、
対象照明器具２００の明るさを参照照明器具２００の明るさと比較して、対象制御部１３
０Ｘは、異物が存在するか否かを認識することもできる。
【００８７】
　一方、対象明るさＢ１と参照明るさＢＡとの間の差が、第２の許容偏差の範囲を外れた
かを判断するために、図６に例示されたように、対象明るさＢ１に対する参照明るさＢＡ

の比率が第２の許容偏差以上であるかを判断する。
【００８８】
　もし、対象明るさＢ１と参照明るさＢＡとの間の差が、第２の許容偏差の範囲を外れて
いない場合、対象明るさＢ１を補正しない（ステップ４６０）。ここで、対象明るさＢ１

と参照明るさＢＡとの間の差が、第２の許容偏差の範囲を外れていないということは、参
照明るさＢＡに対する対象明るさＢ１の偏差量が非常に少ないことを意味するので、すな
わち、異物が極めて少ないので、対象明るさＢ１を補正しない。
【００８９】
　例えば、対象明るさＢ１が１で、参照明るさの平均値ＢＡが０．９９９で、第２の許容
偏差が０．９９である場合、対象明るさＢ１は参照明るさＢＡより大きいが、これら（Ｂ

１及びＢＡ）の間の誤差ＢＡ／Ｂ１である０．９９９は、第２の許容偏差である０．９９
より大きいので、この場合には対象明るさＢ１を補正しない（ステップ４６０）。
【００９０】
　しかし、対象明るさＢ１と参照明るさＢＡとの間の偏差が、第２の許容偏差の範囲を外
れたと判断されれば、参照明るさＢＡを用いて対象明るさＢ１を補正する（ステップ４３
０～ステップ４５０）。
【００９１】
　対象制御部１３０Ｘは、補正された対象明るさと参照明るさとの間の差が、第２の許容
偏差の範囲に入るまで、次の数学式２のような演算を少なくとも一回行うことで、対象明
るさを補正する（ステップ４３０及びステップ４４０）。
【００９２】
【数４】

　ここで、Ｍは、１以上の正の整数であり、前述した数学式２の演算が行われた回数であ
って補正次数を示し、Ｂ０（Ｍ＝１）はＢ１であり、ＢＭは、補正された対象明るさを示
す。
【００９３】
　このように、数学式２の演算を続けて行うことによって補正した対象明るさＢＭに対す
る参照明るさＢＡの比率が、第２の許容偏差、例えば、０．９９以上であるか否かを判断
する（ステップ４４０）。このように、ＢＡ／ＢＭが第２の許容偏差以上になるまで、数
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学式２の演算を続けてＭ回だけ行う。
【００９４】
　もし、ＢＡ／ＢＭが第２の許容偏差以上になると、Ｍ回だけ数学式２の演算を行うこと
によって導出されたＢＭの値が、補正された対象明るさの最終的な値として決定される（
ステップ４５０）。
【００９５】
　図７は、実施形態によって補正次数Ｍに対する参照明るさＢＡ及び補正された対象明る
さＢＭの値を示すグラフである。
【００９６】
　例えば、参照明るさの平均値（以下、‘参照明るさ’という）が‘１５’で、異物の影
響を受けた対象明るさＢ１が‘４５’であると仮定すると、対象明るさと参照明るさＢＡ

を数学式２によって８回演算したとき（すなわち、Ｍ＝８になるとき）、補正された対象
明るさＢＭと参照明るさＢＡとの間の偏差が、第２の許容偏差である０．９９に到達する
ことになる。
【００９７】
【表２】

　ここで、Ｂ０は、４５である。
【００９８】
　図７及び表２を参照すると、補正次数Ｍが増加するにつれて、補正された対象明るさＢ

Ｍは、参照明るさＢＡに近接することがわかる。
【００９９】
　一方、ステップ２７０の後に、対象制御部１３０Ｘは、補正された対象照度及び補正さ
れた対象明るさのうち少なくとも一つを用いて対象明るさ制御信号を生成し、生成された
対象明るさ制御信号を用いて、対象区域２００Ｘに設置された対象照明器具２００を制御
する（ステップ２８０）。そのために、対象明るさ制御信号は、対象通信部１４０Ｘ及び
対象アンテナ１５０Ｘを介して対象区域２００Ｘの対象照明器具２００に伝達される。対
象区域２００Ｘに設置された少なくとも一つの対象照明器具２００は、対象照明制御装置
１００Ｘから送出した対象明るさ制御信号を受信し、受信した対象明るさ制御信号に相応
してターンオン（ｔｕｒｎ－ｏｎ）されたり、ターンオフ（ｔｕｒｎ－ｏｆｆ）されたり
、自身の明るさのレベルを調節することができる。そのために、照明器具２００は多様に
具現することができる。
【０１００】
　以下、図１に示された照明器具２００の実施形態５００の外観、構成、及び動作を添付
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の図面を参照して、次のように例示的に説明するが、これに限定されず、照明器具２００
は様々な形態で具現することができることは勿論である。
【０１０１】
　図８Ａは、図１に示された対象または参照照明器具２００の実施形態５００の外観を示
し、図８Ｂは、図８Ａに示された制御ボックス５１０の実施形態５１０Ａによるブロック
図を概略的に示す。
【０１０２】
　図８Ａに例示されたように、対象または参照照明器具５００は、街灯であってもよい。
図８Ａに例示された照明器具５００は、支柱５４０と、支柱５４０の上端部においてその
上部面上に設置された多数個のソーラセル（ｓｏｌａｒ　ｃｅｌｌ）モジュール５３０と
、対象照明制御装置１００Ｘから無線または有線で送出された対象明るさ制御信号を受信
して、照明器具５００を制御するための制御ボックス５１０と、地面に向かうように嵌合
されて固定設置された街灯ヘッド５２０と、を含むことができる。街灯ヘッド５２０の底
面内側へは別途のＬＥＤモジュール（図示せず）が嵌合されてもよい。
【０１０３】
　図８Ｂを参照すると、照明器具５００の制御ボックス５１０Ａは、アンテナ５１２、制
御信号受信部５１４、及び明るさ制御部５１６を含む。対象照明制御装置１００Ｘから送
出された対象明るさ制御信号は、アンテナ５１２を介して制御信号受信部５１４に受信さ
れる。このとき、制御信号受信部５１４は、象照明制御装置１００Ｘの固有の識別番号（
以下、‘対象識別番号’という）を格納し、受信した対象明るさ制御信号が、格納した対
象識別番号に該当する対象照明制御装置１００Ｘから伝送されたものかを判断する。これ
は、対象照明器具２００が、自身を制御する該当する対象照明制御装置１００Ｘのみの制
御を受けるようにするためである。そのために、対象明るさ制御信号のヘッダーには対象
識別番号を含めることができる。
【０１０４】
　前述したように、対象照明制御装置１００Ｘの代わりに、参照照明制御装置１００Ｙに
よって対象照明器具２００が制御される場合、事前に参照照明制御装置１００Ｙの固有の
識別番号（以下、‘参照識別番号’という）が制御信号受信部５１４に伝送される。した
がって、参照照明制御装置１００Ｙで生成された参照明るさ制御信号が、対象明るさ制御
信号として対象照明器具２００に伝送されるとき、制御信号受信部５１４は、参照識別番
号に該当する参照照明制御装置１００Ｙが伝送した参照明るさ制御信号であるかを判別す
る。そのために、参照明るさ制御信号のヘッダーには参照識別番号を含めることができる
。
【０１０５】
　制御信号受信部５１４は、受信された対象明るさ制御信号に含まれ得る雑音を除去した
り、信号のレベルを増幅させて、明るさ制御部５１６に出力する。明るさ制御部５１６は
、制御信号受信部５１４の出力を、ＬＥＤモジュールを駆動させるのに適した信号に変換
して、出力端子ＯＵＴを介してＬＥＤモジュールに出力する。
【０１０６】
　図８Ａに例示された照明器具５００は、必要な電源をソーラセルモジュール５３０を介
して得る。ソーラセルモジュール５３０は一般的な事項であるので、詳細な説明を省略す
る。照明器具５００は、ソーラセル以外の他の形態の自然エネルギー、例えば、水力エネ
ルギー、太陽エネルギー、風力エネルギー、波力エネルギー、潮力エネルギー、海洋温度
差発電エネルギーのいずれか一つまたはこれらの組み合わせから電源を得ることもできる
。また、照明器具５００は、自然エネルギー以外の代替エネルギー、または燃料電池、ま
たは商用電源から必要な電源の供給を受けることもできる。
【０１０７】
　一方、図２に例示された照明制御システムにおいて、対象照明制御装置１００Ｘは、対
象格納部１３２Ｘをさらに含むことができ、参照照明制御装置１００Ｙは、参照格納部１
３２Ｙをさらに含むことができる。対象格納部１３２Ｘは、対象照度及び対象明るさのう
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ち少なくとも一つを補正した回数を格納する。すなわち、対象格納部１３２Ｘは、ステッ
プ２７０を行った回数を格納する。対象格納部１３２Ｘに格納された回数は、中央制御統
制室（図示せず）に送られ、以降に対象照明器具２００の維持／補修／掃除などの管理の
ために用いることができる。
【０１０８】
　中央制御統制室は、格納された回数を通じて対象照明制御装置１００Ｘに異物が存在す
るか否かを確認することができるので、定期点検時に、これらを先に掃除できるようにす
る。また、格納された回数を通じて照明制御装置１００Ｘに異物の存在頻度を確認するこ
とができるので、頻度が高い対象照明制御機構１００Ｘを容易に選別して、異物の頻繁な
発生原因を除去したり回避するようにするのに助けを与えることもできる。
【０１０９】
　一方、図２に例示された照明制御システムは、照度の比較結果及び明るさの比較結果の
うち少なくとも一つを通じて、異物が対象照度感知部１１０Ｘに存在すると判断される時
、前述した図３に例示されたように、対象照度及び対象明るさのうち少なくとも一つを補
正せずに、参照照明制御装置１００Ｙが対象照明器具２００を制御するようにすることが
できる。
【０１１０】
　また、参照照度によって対象照度を補正したが、エラーによって対象照明器具２００の
対象明るさが参照照明器具２００の参照明るさと差があることもある。したがって、図４
に例示された実施形態４００を行った後に、図６に例示された実施形態５００を行うこと
もできる。
【０１１１】
　図９は、時間帯別太陽光の照度変化６１０、照明器具２００の正常な明るさの変化６２
０、及び異物による照明器具２００の異常な明るさの変化６３０をそれぞれ示すグラフで
ある。以下では、日出や日没を基準に説明するが、日出や日没に対応する環境に対しても
、以下の説明を適用できることは勿論である。
【０１１２】
　対象照度感知部１１０Ｘに異物がない場合、対象区域２００Ｘに設置された対象照明器
具２００は、次のように正常に動作する。
【０１１３】
　図９を参照すると、太陽が沈んだ後（ｔ８～）から太陽が昇り始める前（～ｔ１）まで
の夜間（ｔ８～ｔ１）の間に、対象照度感知部１１０Ｘは、太陽光の照度６１０が最も低
いものと感知する。このとき、対象制御部１３０Ｘは、対象照度感知部１１０Ｘの感知さ
れた結果に応答して対象明るさ制御信号を発生し、対象照明器具２００は、対象明るさ制
御信号に応答してターンオンされて、対象照明器具２００の周囲の明るさを一定のレベル
ＬＶに維持させるように発光する（６２０）。
【０１１４】
　また、太陽が昇り始めて完全に昇るまでの日出期間（ｔ１～ｔ３）の間に、対象照度感
知部１１０Ｘは、太陽光の照度６１０が次第に増加するものと感知する。このとき、対象
制御部１３０Ｘから発生した対象明るさ制御信号の制御下に、対象照明器具２００は、そ
の周囲の明るさを一定のレベルＬＶに維持させるように次第に（ｄｉｍｍｉｎｇ）減少す
る明るさのレベルで発光する（６２０）。
【０１１５】
　また、太陽が沈み始めて完全に沈むまでの日没期間（ｔ６～ｔ８）の間に、対象照度感
知部１１０Ｘは、太陽光の照度６１０が次第に減少するものと感知する。この期間の間に
、対象制御部１３０Ｘから発生した対象明るさ制御信号の制御下に、対象照明器具２００
は、対象照明器具２００の周囲の明るさを一定のレベルＬＶに維持させるように次第に（
ｄｉｍｍｉｎｇ）増加する明るさのレベルで発光する（６２０）。
【０１１６】
　また、太陽が昇った後（ｔ３）から太陽が沈み始める（ｔ６）までの昼間（ｄａｙｔｉ
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ｍｅ）の間に、対象照度感知部１００Ｘは、太陽光の照度６１０を感知する。この期間の
間に、対象制御部１３０Ｘから発生した対象明るさ制御信号の制御下に、対象照明器具２
００は、対象照明器具２００の周囲が太陽光によって一定の明るさＬＶを維持するので、
発光せずにターンオフされる（６２０）。
【０１１７】
　一方、対象照度感知部１１０Ｘに異物が存在する場合、対象区域２００Ｘに設置された
対象照明器具２００は、次のように異常に動作することがある。
【０１１８】
　太陽が昇り始めて完全に昇るまでの日出期間（ｔ１～ｔ３）の間に、異物によって受光
面積が減少した対象照度感知部１１０Ｘは、太陽光の照度６１０の変化を遅れて感知する
。そのため、対象制御部１３０Ｘは、時点（ｔ１）より少し遅れた時点（ｔ２）から、次
第に減少する明るさのレベルで発光するように対象照明器具２００を制御する（６３０）
。したがって、期間（ｔ１～ｔ２）の間に対象照明器具２００は異常に発光する。さらに
、対象照明器具２００は、時点（ｔ３）より少し遅れた時点（ｔ４）にターンオフされる
。したがって、期間（ｔ３～ｔ４）の間に、ターンオフされずにターンオン状態を不必要
に維持して、多くの電力を消費することになる。
【０１１９】
　また、対象照度感知部１１０Ｘのカバーに付いた異物によって受光面積が減少する場合
、太陽が沈み始めて完全に沈むまでの日没期間（ｔ６～ｔ８）が始まる前に、対象照度感
知部１１０Ｘは、日没が始まったものと太陽光の照度６１０の変化を感知する。そのため
、対象制御部１３０Ｘは、時点（ｔ６）より少し早い時点（ｔ５）からターンオンされる
ように対象照明器具２００を制御する（６３０）。したがって、対象照明器具２００は、
期間（ｔ５～ｔ６）の間に不必要に発光して電力を消耗することになる。さらに、照明器
具２００は、その周囲が一定の明るさＬＶを維持するように、期間（ｔ５～ｔ７）の間に
次第に増加する明るさのレベルで発光する（６２０）。この場合、明るさのレベルが増加
する時点が少し早くなるので、期間（ｔ６～ｔ７）の間に、正常な場合よりもさらに多く
の電力を消費することになる。
【０１２０】
　実施形態によれば、対象照明制御装置１００Ｘは、対象照明器具２００を制御する対象
明るさ制御信号を発生するために、対象照度だけでなく参照データを用いる。したがって
、図９を参照して前述したように、異物によって対象照度感知部１１０Ｘが、太陽光の照
度６１０の変化を遅れて感知したり、早く感知することによって、対象照明器具２００が
より長い間発光して、不必要に電力を消耗するだけでなく、その寿命が短縮される現象を
防止することができる。
【０１２１】
　図１０は、ＰＷＭの形態の対象明るさ制御信号のデューティ比と太陽光の明るさとの間
の関係を示すグラフである。
【０１２２】
　図９及び図１０を参照すると、対象照度感知部１１０Ｘが異物を有していない場合、太
陽光７１０の明るさが‘９００’である時（ｔ＝ｔ６）、対象照明制御装置１００Ｘは、
時点（ｔ５）よりさらに遅れた時点（ｔ６）で対象明るさ制御信号７３０を発生（Ｄｕｔ
ｙ　０％）して、対象照明器具２００を発光させる。
【０１２３】
　しかし、対象照度感知部１１０Ｘが異物を有する場合、太陽光７１０の明るさが‘１２
００’である時（ｔ＝ｔ５）、対象照明制御装置１００Ｘは、対象明るさ制御信号７２０
を発生（Ｄｕｔｙ　０％）して対象照明器具２００を発光させる。このように、正常な場
合と比較するとき、異物によって受光面積が略３３％減少する場合、対象照明器具２００
の異常な動作によって面積７４０の間に無駄な電力の消耗が発生する。
【０１２４】
　図１１及び図１２は、ＰＷＭの形態の対象明るさ制御信号のデューティ比と太陽光の明
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【０１２５】
　図１１を参照すると、異物が存在する時に対象照度感知部１１０Ｘで感知された対象照
度８１０と、参照照度感知部１１０Ｙで感知された参照照度８２０との間の差によって、
斜線を施した部分８３０の分だけ対象照明器具２００が異常に動作して電力を消耗するこ
とがわかる。
【０１２６】
　しかし、図１２を参照すると、異物が存在する対象照度感知部１１０Ｘから出力される
対象照度Ｓ１ ９１０を、参照照度ＳＡ ９２０を用いて補正する場合、矢印方向に対象明
るさ制御信号のデューティ０％が移動するので、対象照明器具２００の異常な動作を防止
することができる。
【０１２７】
　以上では実施形態を中心に説明したが、これは単なる例示で、本発明を限定するもので
はなく、本発明の属する分野における通常の知識を有する者であれば、本実施形態の本質
的な特性を逸脱しない範囲で、以上に例示していない種々の変形及び応用が可能であると
いうことが理解されるであろう。例えば、実施形態に具体的に示した各構成要素は変形実
施が可能である。そして、このような変形及び応用に係る差異点は、添付の特許請求の範
囲で規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈しなければならない。

【図１】 【図２】
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【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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